
平成23年(2011年)11月18日

第 2 3 4 0 号
平成2 3年 1 1月 1 8日
金 曜 日

目 次

規則
○ 職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則の一部を改正する規則(少子政

策課)

告示
○ 特定非営利活動法人の設立に係る公告(南部地域振興センター)

○ 特定非営利活動法人の設立に係る公告(西部地域振興センター)

○ 特定非営利活動法人の設立に係る公告(利根地域振興センター)

○ 土壌汚染対策法の規定に基づく要措置区域の指定の全部解除(水環境課)

○ 戸田都市計画生産緑地地区の変更(みどり再生課)

○ 救急病院等の申出の撤回(医療整備課)

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示(商業・サービス産業支援課)

○ 大規模小売店舗に対する市町村等意見の公示(商業・サービス産業支援課)

○ 新江川土地改良区の役員就退任届(加須農林振興センター)

○ 保安林の指定の解除予定(森づくり課)

○ 保安林の指定の解除(森づくり課)

○ 吉見領土地改良区の定款変更認可(農村整備課)

○ 電線共同溝を整備すべき道路の指定(道路環境課)

○ 和光市中央第二谷中土地区画整理組合の理事の氏名及び住所の届出(市街地整備課)

○ 県道青梅秩父線の区域変更(飯能県土整備事務所)

○ 県道青梅秩父線の供用開始(飯能県土整備事務所)

○ 開発行為に関する工事の完了公告(川越建築安全センター)

○ 建築基準法に基づく道路の位置の指定(越谷建築安全センター)

○ 選挙管理委員会の招集(選挙管理委員会)

正誤
○ 雑報 収去した飼料等の試験結果の概要の公表に関する告示中訂正(病害虫防除所)

電子県報システム 定期号

2011/11/17file://\\10.1.1.21\d$\Ekoho\A01\BA00\houbun\e-koho\Kohobunsyo\day\20111118.html



規

則

職
員
に
対
す
る
子
ど
も
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

職
員
に
対
す
る
子
ど
も
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
に
対
す
る
子
ど
も
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
（
平

成
二
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
平
成
二
十
二
年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

二
年
法
律
第
十
九
号
」
を
「
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
七
号
」
に
、
「
平
成
二
十
二
年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当

の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
七
十
五
号
）
」
を
「
平
成
二
十
三
年
度

に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
三
百

八
号
）
」
に
、
「
平
成
二
十
二
年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
平
成
二
十
二
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
一
号
）
」
を
「
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手

当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
号
）
」

に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

埼
玉
県
規
則
第
六
十
六
号



様式第１号（第６条関係）

子ども手当
認 定
認定請求却下

通知書

第 号

年 月 日

様

（認定を行う者）

年 月 日付けで請求のあった子ども手当については、次の
とおり
理由で

認 定
請求を却下

した

ので通知します。

認 定 に 関 す る 事 項

１ 支給対象となる子どもの数 ３歳未満 人

３歳以上小学校修了前 人

小学校修了後中学校修了前 人

計 人

２ 手当月額 ３歳未満 円

３歳以上小学校修了前 円

小学校修了後中学校修了前 円

計 円

３ 支給開始年月 年 月から

４ 支給要件子どもに該当しない子どもの氏名及びその理由

（ ）

認 定 請 求 却 下 に 関 す る 事 項

却下した理由

（ ）

備 考

備考 裏面には、行政不服審査法又は行政事件訴訟法の規定による教示に関する規則（平成１７年

埼玉県規則第３号）別記第１の２の規定による文を記載し、教示すること。



様式第２号（第６条関係）

子ども手当額
改 定
改定請求却下

通知書

第 号

年 月 日

様

（認定を行う者）

子ども手当の額の
改定については、

請求
届出
職権

により次のとおり改定

改定の請求については、次のとおり却下
したので通知します。

額 改 定 に 関 す る 事 項

１ 改定後の支給対象となる子どもの数 ３歳未満 人

３歳以上小学校修了前 人

小学校修了後中学校修了前 人

計 人

２ 改定後の手当月額 ３歳未満 円

３歳以上小学校修了前 円

小学校修了後中学校修了前 円

計 円

３ 改定年月 年 月から

４ 改定（増・減額）の理由

（ ）

額 改 定 請 求 却 下 に 関 す る 事 項

却下した理由

（ ）

備 考

備考 裏面には、行政不服審査法又は行政事件訴訟法の規定による教示に関する規則別記第１の２

の規定による文を記載し、教示すること。



様
式
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



〒 -

電話 （ ）

円

円

円

円

・未成年後見人
・父母指定者
・同居父母

・ ・

様式第６号(第６条関係） （表面）

受

給

者

同 ・ 別 年 月

年 月

生年月日

子

ど

も

同一
・

維持

同一
・

維持

支
払
希
望
金
融
機
関

配偶
者の
職業

有・無
同一
・

維持

有・無

・未成年後見人
・父母指定者
・同居父母

・ ・

・ ・

（ふりがな） 職 員

番 号

住 所

・ ・

・ ・ 同 ・ 別

氏 名 続柄

子ども手当受給者台帳

所属
異動
変更

異動
変更

異動
変更

氏名

性 別
ア 被用者
イ 公務員
ウ 被用者等でない者

配 偶
者 の
氏 名

男・女

名 称

同居・別居
の別

海外留学をしている
場合の出国年月

口 座 番 号

・ ・

３歳未満
３歳以上

小学校修了前
小学校修了後
中学校修了前

生年
月日

・未成年後見人
・父母指定者
・同居父母

住 所
監 護 の
有 無

生 計
関 係

子どもとの関係

配偶
者の
有無

有・無

（ふりがな）

有・無
同一
・

維持

・未成年後見人
・父母指定者
・同居父母

・ ・ 同 ・ 別 年 月 有・無

・ ・ 同 ・ 別 年 月

・未成年後見人
・父母指定者
・同居父母

・ ・

有・無・ ・ 同 ・ 別 年 月

有・無・ ・ 同 ・ 別 年 月
同一
・

維持

・未成年後見人
・父母指定者
・同居父母

年 月 日
（消滅事由）

同一
・

維持

年 月 日
支給事由消滅年月日・消滅事由

支 給 開 始 年 月

・ ・ ・ ・

非該当年月日

・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・

・ ・

子ども手当該当年月日

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・ ・ ・

３歳以上小学校修了前分

小学校修了後中学校修了前分

備

考

認 定 年 月 日
手 当 月 額

年

・ ・

・ ・

・ ・ ・ ・

月

３歳未満分

計



円

計 円

子ども手当支給額 ①

小学校修了後中学校修了前分 円

年 月 日支 払 年 月 日

円

円

円

３歳未満分

３歳以上小学校修了前分

小学校修了後中学校修了前分

計 円

３歳未満分 円

３歳以上小学校修了前分 円

円

年 月 日

円

円

円

６

月

期

子ども手当支給額 ①

学校給食費等徴収等額 ②

保育料の特別徴収額 ③

寄 附 金 額 ④

学校給食費等徴収等額 ②

支払金額（①－②－③－④）

支 払 年 月 日

支

払

金

額

欄

（裏面）

備 考

円

保育料の特別徴収額 ③ 円

寄 附 金 額 ④ 円

支払金額（①－②－③－④）

２

月

期



附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
一
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
市
民
の
絆
ジ
ャ
パ
ン 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

牧 

敬
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
戸
田
市
中
町
二
丁
目
二
十
番
十
六
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
東
日
本
大
震
災
と
大
津
波
、
そ
し
て
原
発
事
故
に
見
舞
わ
れ
た
被
災
者
の
生

活
を
支
援
す
る
た
め
に
、
施
設
の
建
設
支
援
、
支
援
物
資
・
技
術
支
援
の
提
供
事
業
な
ど
を
行

い
、
被
災
者
の
福
利
厚
生
の
向
上
に
貢
献
し
、
被
災
地
の
復
興
・
再
生
の
一
助
と
な
る
こ
と
を

主
た
る
目
的
と
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
支
援
事
業
を
通
じ
て
日
仏
交
流
を
は
か
り
、
か
つ
日

仏
両
国
の
絆
を
強
固
な
も
の
に
し
て
、
貧
困
の
た
め
に
人
間
の
尊
厳
を
損
な
わ
れ
た
環
境
に
い

る
人
々
を
救
う
た
め
の
活
動
を
連
携
し
て
行
う
こ
と
に
よ
り
、
広
く
国
際
交
流
促
進
に
寄
与
す

る
こ
と
を
企
図
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
一
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
九
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ア
ン
ブ
ロ
ー
ジ
ア 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

下
村 

信
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
所
沢
市
小
手
指
町
一
丁
目
三
十
三
番
二
十
一
舟
越
ビ
ル
二
Ｆ 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
全
て
の
社
会
人
た
る
人
々
に
対
し
、
キ
ャ
リ
ア
に
関
す
る
教
育
、
相
談
、
支

援
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
を
担
う
人
的
資
源
の
育
成
を
図
り
、
社
会
と
個
人
の
福
祉
の

増
進
、
公
共
の
利
益
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
二
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
九
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
る
が
も
工
房 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

石
井 

多
美
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
白
岡
町
大
字
上
野
田
三
百
九
十
一
番
地
三 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
こ
こ
ろ
や
体
に
不
自
由
さ
を
感
じ
て
い
る
人
た
ち
の
生
活
の
向
上
を
図
り
、

共
に
生
活
し
支
え
あ
う
こ
と
を
目
指
す
と
共
に
、
さ
ら
に
多
く
の
人
た
ち
と
関
わ
り
な
が
ら
支

援
の
輪
を
広
げ
、
支
援
を
必
要
と
し
て
い
る
人
の
支
え
と
な
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
三
号



告 
 

示 

  
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平

成
二
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
二
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
全
部
解

除
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

要
措
置
区
域
と
し
て
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域 

 
 

埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
西
鶴
ヶ
岡
二
丁
目
百
七
十
四
番
十
五
の
一
部 

二 

講
じ
ら
れ
た
指
示
措
置
等 

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
四
号



告 
 

示 

 
 

 
戸
田
市
か
ら
戸
田
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
再
生
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
五
号



告 
 

示 

  
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
病
院
は
、
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
が
撤
回
さ
れ
た
た

め
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
撤
回
日
を
も
っ
て
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚

生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
救
急
病
院
で
な
く
な
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  

医
療
法
人
社
団
双
愛
会
上
福
岡

双
愛
病
院 

 
 

 
 

 

名 

称 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

病 

院 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
大
原
二
丁
目
一
番

十
六
号 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 

 
 

 

平
成
二
十
三

年
十
一
月
二

日 

 

撤
回
日 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
六
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ベ
イ
シ
ア
モ
ー
ル
ひ
だ
か
（
Ｂ
街
区
） 

 
 

 

埼
玉
県
日
高
市
大
字
森
戸
新
田
字
藤
久
保
八
十
八
番
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
六
九
台 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
六
九
台 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
八
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
十
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
十
九
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
七
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ヤ
オ
コ
ー
川
越
的
場
新
町
計
画 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
市
的
場
新
町
二
十
一
―
七
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要 

 
 

・ 

周
辺
交
通
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
住
民
説
明
会
に
お
け
る
事
業
者
等
の
回
答
に
よ
る
と
、 

 
 

 

自
動
車
来
店
経
路
は
す
べ
て
店
舗
所
在
地
東
側
の
お
い
せ
通
り
か
ら
を
想
定
し
て
お
り
、 

 
 

 

そ
の
場
合
に
も
需
要
率
は
い
ず
れ
も
一
を
下
回
る
こ
と
か
ら
渋
滞
は
発
生
し
な
い
見
込
み 

 
 

 

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
最
も
混
雑
が
予
想
さ
れ
て
い
る
交
差
点
一
（
霞
ヶ
関 

 
 

 

北
小
南
東
側
）
で
は
、
開
店
前
に
比
し
て
休
日
需
要
率
が
約
六
割
増
し
、
平
日
需
要
率
も 

 
 

 

四
割
以
上
増
す
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
自
動
車
通
行
が
増
え
る
こ
と
に
よ
り
、
お
い
せ 

 
 

 

通
り
以
外
の
周
辺
道
路
へ
迂
回
す
る
自
動
車
が
増
加
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
特
に
、 

 
 

 

店
舗
所
在
地
北
側
出
口
Ｔ
字
路
及
び
交
差
点
一
ま
で
の
間
に
あ
る
二
箇
所
の
Ｔ
字
路
（
計 

 
 

 

三
箇
所
の
Ｔ
字
路
）
で
は
、
右
折
車
の
発
生
に
よ
り
、
交
差
点
一
手
前
で
渋
滞
や
事
故
の 

 
 

 

発
生
の
可
能
性
が
高
ま
る
も
の
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
安
全
か
つ
ス
ム
ー
ズ
に
通
行 

 
 

 

で
き
る
よ
う
、
警
備
員
の
配
置
な
ど
を
含
む
各
種
交
通
対
策
を
開
店
時
の
み
な
ら
ず
継
続 

 
 

 

的
に
実
施
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。 

 
 

・ 

騒
音
予
測
に
つ
い
て
は
、
住
民
説
明
会
に
お
け
る
事
業
者
等
の
回
答
に
よ
る
と
、
発
生 

 
 

 

す
る
騒
音
の
予
測
結
果
は
、
昼
夜
と
も
環
境
基
準
値
を
満
た
し
て
お
り
、
ま
た
、
定
常
・ 

 
 

 

変
動
騒
音
と
も
夜
間
最
大
値
は
規
制
基
準
値
を
満
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 
 

 

し
か
し
、
騒
音
に
つ
い
て
は
、
そ
の
感
じ
る
と
こ
ろ
に
個
人
差
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
開 

 
 

 

店
後
に
苦
情
対
応
す
る
だ
け
で
な
く
、
開
店
後
に
騒
音
を
実
測
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
際 

 
 

 

に
基
準
値
を
上
回
る
騒
音
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
周
辺
住
民
に
対
し
て
示
す
べ
き
で 

 
 

 

あ
る
と
考
え
る
。 

 
 

・ 

都
市
計
画
に
つ
い
て
は
、
住
民
説
明
会
に
お
け
る
事
業
者
等
の
回
答
に
よ
る
と
、
直
接 

 
 

 

結
び
つ
く
対
策
を
取
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
店
舗
所
在
地
は
、
川
越
市
決 

 
 

 

定
の
都
市
計
画
霞
ヶ
関
地
区
地
区
計
画
の
Ｅ
地
区
の
工
場
等
用
地
内
に
あ
る
。
当
該
都
市 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
八
号



 
 

 

計
画
は
、
良
好
な
市
街
地
を
実
現
す
る
た
め
に
、
住
宅
、
公
益
的
施
設
、
工
場
等
に
用
地 

 
 

 

を
区
分
す
る
と
と
も
に
、
建
築
物
の
用
途
、
壁
面
の
位
置
、
垣
・
柵
の
構
造
等
に
制
限
を 

 
 

 

加
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
都
市
計
画
の
趣
旨
に
鑑
み
て
、
店
舗
所
在
地 

 
 

 
の
土
地
所
有
者
で
あ
る
株
式
会
社
Ｉ
Ｈ
Ｉ
エ
ア
ロ
ス
ペ
ー
ス
が
、
従
来
、
現
地
に
施
し
て 

 
 

 

い
た
立
木
な
ど
の
緑
化
施
設
と
同
等
又
は
そ
れ
以
上
の
緑
化
施
設
を
設
置
す
べ
き
で
あ
る 

 
 

 

も
の
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
緑
化
施
設
は
、
昨
今
問
題
と
な
っ
て
い
る
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ 

 
 

 

ン
ド
現
象
や
二
酸
化
炭
素
発
生
の
抑
制
に
も
つ
な
が
る
と
と
も
に
、
都
市
景
観
の
観
点
か 

 
 

 

ら
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。 

 
 

・ 

建
設
工
事
中
に
発
生
す
る
振
動
・
騒
音
・
砂
埃
に
つ
い
て
は
、
住
民
説
明
会
に
お
け
る 

 
 

 

事
業
者
等
の
回
答
に
よ
る
と
、
十
分
に
配
慮
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
工 

 
 

 

事
中
に
発
生
す
る
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
し
て
は
、
各
住
戸
に
よ
り
被
害
状
況
が
異
な
る
と 

 
 

 

予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
工
事
中
に
数
値
測
定
し
、
そ
れ
ら
が
法
令
の
定
め
る
基
準
や
一 

 
 

 

般
的
に
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
基
準
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
周
辺
住
民
に
対
し
て 

 
 

 

示
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
基
準
を
超
え
る
被
害
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
速 

 
 

 

や
か
に
原
因
を
究
明
し
、
対
策
を
講
じ
る
べ
き
と
考
え
る
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、 

新
江
川
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び

住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

就
任 

職 

名 
 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 
 

 
 

所 

理 

事 

坂 

本 

忠 

雄 
 

埼
玉
県
行
田
市
大
字
南
河
原
二
千
六
百
九
十
七
番
地
二 

同 
 

 
 

田 

孫
兵
衛 

 

同 
 

同 
 

同 

北
河
原
二
百
十
二
番
地 

同 
 

 

中 

村 

賢 

一 
 

同 
 

同 
 

同 

酒
巻
千
八
百
九
十
番
地
二 

同 
 

 

坂 

本 

芳 

造 
 

同 
 

同 
 

同 

南
河
原
七
百
三
十
二
番
地 

同 
 

 

佐 

野 

春 

男 
 

同 
 

同 
 

同 
同 

 

二
千
五
百
五
十
二
番
地 

同 
 

 
 

野 

三 

三 
 

同 
 

同 
 

同 

犬
塚
五
百
九
十
九
番
地
二 

同 
 

 

須 

藤 

惣 

平 
 

同 
 

同 
 

同 

酒
巻
千
九
百
八
十
三
番
地
一 

同 
 

 

細 

井 

清 

隆 
 

同 
 

同 
 

同 

犬
塚
六
百
八
十
二
番
地 

同 
 

 

今 

村 

五 

郎 
 

同 
 

同 
 

同 

南
河
原
九
百
二
十
番
地 

同 
 

 

新 

島 

和 

子 
 

同 
 

同 
 

同 

犬
塚
六
百
二
十
四
番
地
一 

同 
 

 
 

野 

重 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 

南
河
原
二
千
六
百
七
十
五
番
地 

同 
 

 

島 

村 

光 

行 
 

同 
 

同 
 

同 

馬
見
塚
三
百
七
十
番
地
三 

同 
 

 

栗 

原 
 

 

功 
 

同 
 

同 
 

同 

酒
巻
千
九
百
番
地
一 

同 
 

 

中 

丸 

伊
佐
夫 

 

同 
 

同 
 

同 

南
河
原
二
千
六
百
六
十
九
番
地 

同 
 

 

野 

口 

定 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 

酒
巻
千
九
百
七
十
四
番
地 

監 

事 

吉 

田 

勝 

伸 
 

同 
 

同 
 

同 

北
河
原
九
十
八
番
地 

同 
 

 

大 

屋 
 

 

寛 
 

同 
 

同 
 

同 

犬
塚
七
百
三
番
地 

二 

退
任 

 

職 

名 
 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 
 

 
 

所 

 

理 

事 

坂 

本 

忠 

雄 
 

埼
玉
県
行
田
市
大
字
南
河
原
二
千
六
百
九
十
七
番
地
二 

 

同 
 

 

石 

川 

敏 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 

酒
巻
千
八
百
八
十
五
番
地 

 

同 
 

 

吉 

田 

勇
次
郎 

 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
八
百
六
十
四
番
地 

 

同 
 

 

吉 

野 

利 

行 
 

同 
 

同 
 

同 

犬
塚
五
百
四
十
五
番
地 

 

同 
 

 

今 

村 

五 

郎 
 

同 
 

同 
 

同 

南
河
原
九
百
二
十
番
地 

 

同 
 

 

中 

丸 

伊
佐
夫 

 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

二
千
六
百
六
十
九
番
地 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
九
号



 

理 

事 
 

野 

重 

雄 
 

埼
玉
県
行
田
市
大
字
南
河
原
二
千
六
百
七
十
五
番
地 

 

同 
 

 
 

野 

三 

三 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

五
百
九
十
九
番
地
二 

 
同 

 
 

吉 

田 

勝 

伸 
 

同 
 

同 
 

同 

北
河
原
九
十
八
番
地 

 

同 
 

 

細 

井 

清 

隆 
 

同 
 

同 
 

同 

犬
塚
六
百
八
十
二
番
地 

 

同 
 

 
新 

島 

和 

子 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

六
百
二
十
四
番
地
一 

 

同 
 

 
 

田 

孫
兵
衛 

 

同 
 

同 
 

同 

北
河
原
二
百
十
二
番
地 

 

同 
 

 

栗 

原 
重 

行 
 

同 
 

同 
 

同 

酒
巻
千
九
百
四
十
八
番
地 

 

同 
 

 

細 

谷 
 

 
昇 

 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
九
百
七
十
番
地
二 

 

監 

事 

坂 

本 

芳 

造 
 

同 
 

同 
 

同 

南
河
原
七
百
三
十
二
番
地 

 

同 
 

 

大 

屋 
 

 

寛 
 

同 
 

同 
 

同 

犬
塚
七
百
三
番
地 

 
 

          



告 
 

示 

 
 

 
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
を
受
け
た

の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
小
平
字
上
間
瀬
一
九
八
二
の
一
○
、
一
九
八
四
の
五
、
一
九
九
二 

 
 

の
五 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

水
源
の
か
ん
養 

三 

解
除
の
理
由 

 
 

道
路
用
地
と
す
る
た
め 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
号



告 
 

示 

 
 

 
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 

埼
玉
県
熊
谷
市
板
井
字
桜
丘
一
六
九
七
の
一
、
一
六
九
七
の
二
、
一
六
九
七
の
一
四 

 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

耕
地
の
防
風 

三 

解
除
の
理
由 

 
 

公
的
医
療
施
設
用
地
と
す
る
た
め 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
一
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
五
日
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

名
称 

 
 

吉
見
領
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

比
企
郡
吉
見
町 

   

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
二
号



告 
 

示 

  
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

  

   

県 

道 

   

道
路
の
種
類 

   

鶴
瀬
停
車
場
線 

路 
線 
名 

 

埼
玉
県
富
士
見
市
鶴
瀬
東
一
丁
目
二
五
二
〇
番
一
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

地
先
か
ら 

 

埼
玉
県
富
士
見
市
鶴
瀬
東
一
丁
目
二
三
七
八
番
六 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

地
先
ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 

間 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
三
号



告 
 

示 

  
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

和
光
市
中
央
第
二
谷
中
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 
 

退
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所 

 

清 

水 

宏 

二 
 

和
光
市
新
倉
二
丁
目
三
十
番
五
十
三
号 

 
 

就
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所 

 

澤 

田 

義 

幸 
 

和
光
市
下
新
倉
二
丁
目
三
十
二
番
一
号 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
四
号



告 
 

示 
 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
五
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

西 

成 

秀 

幸 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

青
梅
秩
父
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 

新 旧 

旧 

新 

別 

 

飯
能
市
下
名
栗
七
四
六
番
一
地
先
か

ら
同
市
下
名
栗
七
三
八
番
一
地
先
ま

で 

 
区 

 
 

 

間 

 

一
六
・
三
〇
～ 

 
 

 
 

三
〇
・
一
〇 

  

一
三
・
二
〇
～ 

 
 

 
 

一
九
・
六
〇 

 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

   
 

二
八
・
九
一 

  

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  
 

備  

 

 

考  



告 
 

示 
 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
六
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

西 

成 

秀 

幸 
 

 
 

 
 

 
 



 

   
 

青
梅
秩
父
線 

  

路 
 

線 
 

名 

 
 

飯
能
市
下
名
栗
七
四
六
番
一
地
先
か
ら 

同
市
下
名
栗
七
三
八
番
一
地
先
ま
で 

  

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
八
日 

供
用
開
始
の
期
日 

   

備  

 

考  



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
二
十
九
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
一
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
三
〇
〇
〇
五
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
五
日 

 
 

川
建
セ
第
二
三
〇
〇
六
七
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
小
川
町
大
字
笠
原
字
北
ノ
前
二
〇
九
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
小
川
町
大
字
笠
原
一
九
五
番
地
一 

 

 
 

桜
井 

直
人 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
九
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 
 

 
 

  



 
第
四
号 

指

定 

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指
定
道
路
の
種
類 

平
成
二
十
三
年 

十
一
月
十
四
日 

指
定
の
年
月
日 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
鶴
ケ
曽
根
字
上
根
通
五
一
番
地
六
地
先
か
ら 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
鶴
ケ
曽
根
字
上
根
通
一
二
三
番
地
五
地
先
ま
で 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
鶴
ケ
曽
根
字
沖
通
九
四
四
番
地
一
三
地
先
か
ら 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
鶴
ケ
曽
根
字
上
根
通
八
二
番
地
六
地
先
ま
で 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
鶴
ケ
曽
根
字
沖
通
九
三
四
番
地
一
地
先
か
ら 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
鶴
ケ
曽
根
字
沖
通
九
四
三
番
地
二
六
地
先
ま
で 

指

定

道

路

の

位

置 

三
二
〇
・
〇
〇 

三
九
三
・
〇
〇 

一
九
五
・
〇
〇 

指
定
道
路
の
延
長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

一
六
・
〇
〇 

一
六
・
〇
〇 

一
六
・
〇
〇 

指
定
道
路
の
幅
員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
五
十
三
号 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

加 

藤 
 

 

憲 
 

 
 

一 

日
時 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
二
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

 

イ 

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
に

つ
い
て 

 

ロ 

そ
の
他 

    



正 
 

誤 

 
雑
報 

収
去
し
た
飼
料
等
の
試
験
結
果
の
概
要
の
公
表
に
関
す
る
告
示
（
平
成
二
十
三
年
十
一

月
八
日
第
二
千
三
百
三
十
七
号
）
中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 

行 

一 
 

 
 

前
か
ら
二 

 

誤 平
成
二
十
三
年
七
月 

 

正 平
成
二
十
三
年
九
月 

 


